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日
本
思
想
史
に
お
け
る

『
日
本
書
紀
』

|
|
『
日
本
書
紀
』
注
釈
史
を
め
ぐ
っ
て
|
|

渡

人

辺

正

古
典
と
い
う
も
の
の
特
徴
で
も
あ
る
が
、
こ
の
『
日
本
書
紀
』
と
い
う
書
物
は
、
あ
る
い
は
『
古
事
記
』
も
、
時
代
の
流
れ
の
中
で
様
々

に
読
み
解
か
れ
て
い
く
書
物
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
書
か
れ
た
と
き
の
真
意
が
後
の
世
に
は
的
確
に
伝
わ
っ
て
い
か
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、

的
確
に
読
む
と
い
う
こ
と
を
時
代
は
求
め
て
お
ら
ず
、

い
か
よ
う
に
も
読
め
る
と
い
う
よ
う
な
状
況
で
こ
そ
古
典
と
し
て
生
き
残
っ
て
い
け

る
の
だ
ろ
う
。

そ
う
い
う
意
味
で
『
日
本
書
紀
』
は
ず
っ
と
読
み
続
け
ら
れ
て
、
そ
し
て
様
々
に
読
み
解
か
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
『
日
本
書
紀
』

が
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
き
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。

こ
れ
ま
で
、
『
古
事
記
』
の
研
究
と
い
う
の
は
江
戸
時
代
の
国
学
以
来
、
今
に
至
る
ま
で
長
く
行
わ
れ
て
き
た
。
国
学
の
研
究
に
つ
い
て

は
、
問
題
の
あ
る
点
も
あ
る
が
、
本
居
宣
長
の
『
古
事
記
伝
』
を
初
め
と
す
る
優
れ
た
成
果
も
少
な
く
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
『
日
本
書

紀
』
の
研
究
と
い
う
の
は
歴
史
だ
け
は
、
逢
か
に
長
く
行
わ
れ
て
き
て
い
る
。
『
日
本
書
紀
』
が
養
老
四
年
(
七
二

O
)
に
撰
進
さ
れ
て
か

ら
、
ど
の
時
代
で
も
『
日
本
書
紀
』
の
研
究
は
ほ
ぼ
ず
っ
と
続
け
ら
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
後
述
す
る
が
、
中
世
な
ど
に
な
っ
て
神
仏
習
合
の
中
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
『
日
本
書
紀
』
の
研
究
は
こ
じ
つ
け
や
文
脈
か
ら
か

な
り
離
れ
た
読
み
が
な
さ
れ
て
お
り
(
そ
の
時
代
に
と
っ
て
は
重
要
な
営
為
で
あ
る
の
だ
が
)
、

そ
の
態
度
は
学
問
的
と
は
言
い
難
い
内
容

182 

に
な
っ
て
い
る
た
め
に
慎
重
を
要
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
研
究
の
過
程
が
複
雑
で
あ
る
点
、
注
意
が
必
要
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
複
雑
さ
が
、

む
し
ろ
『
日
本
書
紀
』
と
い
う
も
の
の
歴
史
的
な
位
置
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
『
日
本
書
紀
』
の
研
究
の
足
跡
を
大
き
く
分
け
る
と
、
幾
つ
か
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
は
簡
単
に

た
ど
っ
て
お
き
た
い
。

最
初
は
、
養
老
四
年
(
七
二

O
)
の
翌
年
に
、
早
く
も
『
日
本
書
紀
』
の
講
書
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
さ
れ
、
そ
れ
を
は
じ
め
と
す
る
講
書

の
段
階
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
後
弘
仁
三
年
(
八
二
二
、
承
和
十
年
(
八
四
三
)
、
元
慶
二
年
(
八
七
八
)
、
延
喜
四
年
(
九

O
四
)
、
承
平

六
年
(
九
三
六
)
、
康
保
二
年
(
九
六
五
)
、
と
続
き
、
合
計
七
回
の
講
書
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
太
政
官
の
内
部
で
行
わ
れ
て
い
る
宮

中
の
公
式
な
行
事
で
も
あ
っ
た
。
内
容
的
に
は
、

そ
こ
で
の
私
記
の
存
在
が
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
主
に
訓
読
の
仕
方
、
語
義
に

つ
い
て
な
ど
の
質
疑
応
答
が
中
心
で
師
説
の
伝
授
と
い
っ
た
性
格
の
強
い
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
ほ
ぼ
こ
の
時
期
ま
で
、
十
世
紀
の
半
ば
く

ら
い
ま
で
が
最
初
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
措
定
で
き
よ
う
。
こ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
『
六
国
史
』
最
後
で
あ
る
『
日
本
三
大
実
録
』
の
編
纂
か
ら

お
よ
そ
半
世
紀
を
経
て
お
り
、
国
史
へ
の
関
心
と
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る
と
見
て
よ
い
。
坂
本
太
郎
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
『
六
国
史
』
の

編
纂
時
期
と
講
書
が
ほ
ぼ
同
時
な
た
め
、
関
連
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
お
。

次
が
ち
ょ
う
ど
そ
の
後
あ
た
り
の
十
一
世
紀
ご
ろ
か
ら
十
二
世
紀
ご
ろ
ま
で
に
な
る
だ
ろ
う
。
紫
式
部
の
『
紫
式
部
日
記
』
に
よ
れ
ば
、

紫
式
部
が

「
日
本
紀
の
御
局
」
と
呼
ば
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
寛
弘
七
年
(
一

O
一
O
)
あ
た
り
か
ら
、
嘉
承
元
年
(
一
一

O
六
)
の
大
江
匡
房
の
『
江
談
抄
』
に
匡
房
が
『
日
本
書
紀
』
を
読
ん
だ
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
十
二
世
紀
の
頭
く
ら
い
ま
で
が
ひ



と
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
二
ブ
ロ
ッ
ク
目
は
何
か
と
言
う
と
、
『
日
本
書
紀
』
が
忘
れ
ら
れ
た
時
代
と
で
も
い
う
べ
き
だ
ろ

う
か
。
た
と
え
ば
、
紫
式
部
の
『
源
氏
物
語
』
の
台
詞
に
「
日
本
紀
な
ど
は
、
た
だ
片
そ
ば
ぞ
か
し
。
」
と
、
『
日
本
書
紀
』
を
ち
ょ
っ
と
軽

く
あ
し
ら
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
れ
は
物
語
論
と
の
か
か
わ
り
な
の
で
、
完
全
に
軽
視
と
言
え
る
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
が
、
存
在

が
軽
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
『
江
談
抄
』
で
は
、
匡
房
が
『
日
本
書
紀
』
を
読
ん
だ
は
読
ん
だ
の
だ
け
れ
ど
も
、

き
ち
ん
と
全
部
読
ん
で
い
な
い
と
自
分
で
書
い
て
い
る
。
匡
房
と
い
う
の
は
、
こ
の
十
二
世
紀
当
代
き
つ
て
の
博
学
で
知
ら
れ
た
男
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、

そ
の
大
江
匡
房
ほ
ど
の
国
一
番
の
博
学
な
人
間
で
す
ら
、
『
日
本
書
紀
』
を
き
ち
ん
と
は
読
ん
で
い
な
い
と
い
う
、

そ
ん
な
忘

れ
ら
れ
た
時
代
が
一
世
紀
ほ
ど
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
次
は
十
二
世
紀
の
半
ば
近
く
に
な
っ
て
、
再
評
価
の
兆
し
が
見
え
て
く
る
。
『
大
鏡
』
で
は
序
文
に
「
け
ふ
の
説
法
は
、
菩
提
の
た

め
と
お
ぼ
し
、
翁
ら
が
説
く
事
を
ば
、
日
本
紀
き
く
と
お
ぼ
す
ば
か
り
ぞ
か
し
」
と
あ
り
、
あ
り
が
た
い
も
の
と
し
て
『
日
本
書
紀
』
が
意

識
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
大
治
四
年
(
一
二
一
九
)
に
源
俊
頼
の
『
俊
頼
髄
脳
』
が
な
る
の
だ
が
、
こ
の
辺
か
ら
承
元

元

年

三

二

O
七
)

の
顕
昭
の
『
日
本
紀
歌
註
』
と
、
こ
の
辺
く
ら
い
ま
で
の
ほ
ぼ
一
世
紀
は
多
く
の
歌
学
書
に
『
日
本
書
紀
』
が
引
用
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
歌
の
世
界
に
『
日
本
書
紀
』
が
取
り
込
ま
れ
る
時
代
と
な
る
。
基
本
的
に
は
こ
の
歌
の
世
界
に
『
日
本
書
紀
』
が
入

り
込
ん
で
く
る
時
代
だ
と
い
え
よ
う
。

次
に
、
承
久
二
年
(
一
二
二

O
)
に
慈
円
の
『
愚
管
抄
』
が
登
場
す
る
。
こ
の
ブ
ロ
ッ
ク
は
ち
ょ
っ
と
長
い
間
で
、
そ
こ
か
ら
十
六
世
紀

の
末
か
ら
十
七
世
紀
初
頭
あ
た
り
ま
で
に
な
ろ
う
か
。
江
戸
時
代
に
な
っ
て
国
学
が
起
こ
っ
て
く
る
よ
う
に
な
る
ま
で
の
期
間
と
い
っ
て
よ

い
。
こ
の
あ
た
り
ま
で
が
中
世
神
道
の
時
代
と
し
て
、
十
三
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
ま
で
の
問
、
ず
っ
と
『
日
本
書
紀
』
が
中
心
と
し
て
利
用

さ
れ
続
け
る
時
代
で
あ
る
。
そ
し
て
『
日
本
書
紀
』
が
宗
教
の
中
心
と
な
っ
た
の
が
こ
の
時
代
で
あ
る
。
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最
後
が
、

い
わ
ゆ
る
近
世
の
国
学
、
あ
る
い
は
近
世
神
道
の
研
究
の
時
代
と
し
て
、
以
降
、
江
戸
時
代
の
終
わ
り
く
ら
い
ま
で
『
日
本
書

紀
』
の
研
究
が
続
く
と
い
う
ブ
ロ
ッ
ク
で
あ
る
。
江
戸
時
代
に
入
っ
て
、
あ
る
い
は
慶
長
勅
版
の
『
日
本
書
紀
』
が
出
た
こ
と
で
随
分
状
況

184 

が
変
わ
っ
た
と
い
え
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
ご
く
大
雑
把
に
い
え
ば
、
国
家
の
正
史
と
し
て
作
ら
れ
た
『
日
本
書
紀
』
が
、
や
が
て
律
令
政
体
制
の
緩
み
と
同
時

に
一
度
は
読
ま
れ
な
く
な
る
。

一
度
は
読
ま
れ
な
く
な
る
が
、
や
が
て
和
歌
の
世
界
に
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
て
、
そ
の
和
歌
の
世
界
と
結
び

付
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
度
は
日
本
の
思
想
や
宗
教
の
世
界
、
表
舞
台
に
登
場
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
前
に
も
宗
教
の
部
分
と
し
て
か
か

わ
っ
て
く
る
も
の
は
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
著
述
の
面
で
は
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
十
三
世
紀
か

ら
十
七
世
紀
ま
で
の
長
い
間
に
か
け
て
、

い
わ
ゆ
る
中
世
の
神
道
の
中
心
と
し
て
『
日
本
書
紀
』
が
ず
っ
と
読
ま
れ
続
け
、
研
究
も
続
け
ら

れ
て
く
る
。
そ
れ
を
承
け
て
、
近
世
に
入
り
国
学
が
研
究
を
進
め
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

さ
て
、
こ
う
し
た
流
れ
の
中
で
、

い
く
つ
か
取
り
上
げ
て
『
日
本
書
紀
』

の
読
ま
れ
方
、
位
置
に
つ
い
て
述
べ
て
い
っ
て
み
た
い
。

ま
ず
は
、
『
日
本
書
紀
』
と
和
歌
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

そ
れ
ま
で
の
講
書
な
ど
の
段
階
で
は
史
書
と
し
て
読
ま
れ
て
き
て
い
た

も
の
が
、

そ
の
後
、
大
き
く
転
換
す
る
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
は
、
こ
の
和
歌
と
の
結
び
つ
き
が
考
え
ら
れ
る
。
き
っ
か
け
と
な
る
の
は
、
講
書

の
後
に
聞
か
れ
た
寛
宴
に
際
し
て
詠
ま
れ
た
和
歌
、
日
本
紀
寛
宴
和
歌
の
存
在
が
あ
る
。
こ
の
寛
宴
和
歌
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
そ
の

行
わ
れ
た
時
代
に
お
け
る
意
義
と
、

そ
れ
が
後
代
に
与
え
た
影
響
と
い
う
意
義
と
に
よ
っ
て
か
わ
っ
て
く
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
し
か

し
い
ず
れ
に
せ
よ
『
日
本
書
紀
』
と
和
歌
と
の
結
び
つ
き
の
ポ
イ
ン
ト
は
こ
こ
に
あ
る
。
そ
の
後
、
講
書
が
継
続
す
る
中
、
『
古
今
和
歌
集
』

が
選
定
さ
れ
、
こ
の
序
文
に
和
歌
の
起
源
が
神
世
に
求
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
決
定
づ
け
ら
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。



そ
の
辺
の
こ
と
に
つ
い
て
、
伊
藤
正
義
氏
は
、

ふ
つ
う
日
本
紀
研
究
の
流
れ
は
、
『
日
本
紀
私
記
』
『
釈
日
本
紀
』
あ
た
り
を
は
じ
め
と
し
て
、
北
畠
親
房
、
忌
部
正
通
、
良

遍
、
了
誉
、

一
条
兼
良
か
ら
吉
田
家
へ
と
つ
な
い
で
説
か
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
親
房
に
し
て
も
了
誉
に
し
て
も
、
あ
る

い
は
兼
良
に
し
て
も
、
日
本
紀
と
古
今
集
序
に
つ
い
て
強
い
関
心
を
抱
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
親
房
の
場
合
、
延
元
四
年
な
い

し
興
国
四
年
の
『
神
皇
正
統
記
』
著
述
が
あ
り
、

そ
の
神
代
の
記
に
つ
い
て
は
、
お
よ
そ
五
十
年
ほ
ど
の
間
に
急
速
に
昂
ま
つ

た
伊
勢
神
道
理
論
の
研
究
、
検
討
に
基
づ
く
成
果
を
見
せ
て
い
る
し
残
年
に
近
い
正
中
年
中
に
は
『
古
今
集
序
註
』
が
成
っ
た
。

そ
の
経
過
は
了
誉
の
場
合
に
も
同
様
で
あ
り
、
応
永
五
年
の
『
日
本
紀
私
紗
』
に
ひ
き
つ
づ
き
、
八
年
後
の
応
永
十
三
年
に

『
古
今
集
序
註
』
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。
日
本
紀
、
と
り
わ
け
神
代
紀

と
古
今
集
序
と
は
、
同
じ
次
元
で
考
え
ら
れ
る
べ
き
性
格
が
あ
る
の
で
あ
る
。

と
指
摘
し
て
い
る
。
事
実
、
『
古
今
和
歌
集
』
の
仮
名
序
に
は

こ
の
歌
、
天
地
の
開
闘
初
ま
り
け
る
時
よ
り
、
出
来
に
け
り
。
(
天
浮
橋
の
下
に
て
女
神
、
男
神
と
成
り
給
へ
る
事
を
、
一
百

へ
る
歌
な
り
。
)
し
か
あ
れ
ど
も
、
世
に
伝
は
る
事
は
、

ひ
さ
か
た
の
天
に
し
て
は
、
下
照
姫
に
初
ま
り
、
(
下
照
姫
と
は
、
天

稚
御
子
の
妻
な
り
。
兄
の
神
の
形
、
岡
、
谷
に
映
り
て
、
輝
く
を
詠
め
る
え
び
す
歌
な
る
べ
し
。
こ
れ
ら
は
文
字
の
数
も
定
ま

ら
ず
、
歌
の
様
に
も
有
ら
む
事
ど
も
也
。
)
あ
ら
か
ね
の
地
に
し
て
は
、
素
蓋
烏
尊
よ
り
、
ぞ
、
起
り
け
る
。
ち
は
や
ぶ
る
神
世

に
は
、
歌
の
文
字
定
ま
ら
ず
、
素
直
に
し
て
、
事
の
心
分
き
難
か
り
け
ら
し
。
人
の
世
と
成
り
て
、
素
蓋
烏
尊
よ
り
ぞ
、
三
十

文
字
あ
ま
り
一
文
字
は
、
詠
み
け
る
。
(
素
蓋
烏
尊
は
、
天
照
大
神
の
兄
也
。
女
と
住
み
給
は
む
と
て
、
出
雲
の
国
に
、
宮
造
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り
し
給
ふ
時
に
、
そ
の
所
に
、
八
色
の
雲
の
立
つ
を
見
て
、
詠
み
給
ヘ
る
な
り
。
八
雲
立
つ
出
雲
八
重
垣
妻
寵
め
に
造
る
そ
の

八
重
垣
を
。
)
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か
く
て
ぞ
、
花
を
賞
で
、
烏
を
羨
み
、
霞
を
哀
れ
び
、
露
を
悲
し
ぶ
心
、
一
言
葉
多
く
、

さ
ま
ざ
ま
に
成
り
に
け
る
。
遠
き
所

も
、
出
立
つ
足
下
よ
り
始
ま
り
て
、
年
月
を
渡
り
、
高
き
山
も
、
麓
の
塵
泥
よ
り
成
り
て
、
天
雲
棚
引
く
ま
で
生
ひ
昇
れ
る
ご

と
く
に
、
こ
の
歌
も
、
か
く
の
ご
と
く
な
る
べ
し
。

と
い
う
よ
う
に
、
天
地
の
開
闘
か
ら
和
歌
が
あ
っ
て
、
し
か
も
神
話
の
世
界
の
中
で
既
に
読
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
延
喜
五
年
(
九

O
五
)

の
『
古
今
和
歌
集
』
の
時
点
か
ら
、
『
日
本
書
紀
』
の
歴
史
と
和
歌
と
い
う
の
は
結
び
つ
い
て
い
る
の

で
あ
る
。

し
か
し
、
問
題
な
の
は
、
和
歌
の
解
釈
の
中
に
『
日
本
書
紀
』
が
も
ち
こ
ま
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
が
い
い
加
減
に
読
ま
れ
て
い
る
と
い

う
点
で
あ
る
。

い
い
加
減
と
い
う
よ
り
も
、
要
す
る
に
読
み
替
え
ら
れ
て
い
っ
て
、
漢
文
の
き
ち
っ
と
し
た
原
典
を
そ
の
ま
ま
に
読
む
の
で

は
な
く
、

ア
バ
ウ
ト
に
読
ん
で
い
く
よ
う
に
な
る
。

こ
う
し
た
態
度
は
先
の
日
本
紀
寛
宴
和
歌
の
左
注
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
紀
寛
宴
和
歌
と
い
う
の
は
、
現
在
万
葉
仮
名
で
書
か

れ
た
歌
と
書
き
下
し
た
歌
、
そ
し
て
左
注
の
部
分
か
ら
成
る
。
し
か
し
、
寛
宴
当
時
は
歌
だ
け
で
、
左
注
は
後
代
に
な
っ
て
付
け
ら
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
時
期
は
、
和
歌
に
『
日
本
書
紀
』
が
取
り
込
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
く
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
に
な
っ
て
、
藤
原

顕
輔
が
つ
け
た
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
左
注
は
、
基
本
的
に
は
『
日
本
書
紀
』
を
う
ま
く
要
約
し
て
い
る
の
だ
が
、
と

こ
ろ
に
よ
り
ず
れ
て
い
る
部
分
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ず
れ
て
い
な
い
に
し
て
も
、
要
約
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
抜
け
て
い

る
部
分
が
あ
る
わ
け
で
、
既
に
『
日
本
書
紀
』
の
世
界
と
は
違
う
も
の
が
現
出
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。



そ
し
て
な
ん
と
な
く
『
日
本
書
紀
』
的
な
世
界
と
し
て
日
本
の
歴
史
、
あ
る
い
は
神
話
の
世
界
を
す
べ
て
『
日
本
書
紀
』
の
世
界
と
し
て

読
み
込
ん
で
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、去

ん
ぬ
る
弘
長
年
中
、
太
神
宮
ヘ
詣
で
て
侍
し
に
、
或
る
社
官
の
語
し
は
、
嘗
社
に
三
賓
の
御
名
を
忌
み
、
御
殿
近
く
は
僧

な
ど
も
詣
で
ぬ
事
は
、
昔
此
の
国
未
だ
な
か
り
け
る
時
、
大
海
の
底
に
大
日
の
印
文
あ
り
け
る
に
よ
り
、
太
神
宮
御
鉾
指
し
下

し
て
さ
ぐ
り
給
け
る
。
其
の
鉾
の
滴
り
、
露
の
如
く
也
け
る
時
、
第
六
天
魔
王
逢
か
に
見
て
、
「
此
の
滴
り
国
と
成
り
て
、
仏

法
流
布
し
、
人
倫
生
死
を
出
べ
き
相
あ
り
。
」
と
て
、
失
は
ん
為
に
下
り
け
る
を
、
太
神
宮
、
魔
王
に
会
い
給
て
、
「
わ
れ
三
賓

の
名
も
い
は
じ
、
我
が
身
に
も
近
づ
け
じ
、
と
く
と
く
帰
り
上
り
給
へ
」
と
、
誘
ヘ
給
け
れ
ば
帰
り
に
け
り
。
其
約
束
を
違
へ

じ
と
て
、
僧
な
ど
御
殿
近
く
参
ら
ず
。
社
壇
に
し
て
は
、
経
を
も
あ
ら
は
に
は
持
ず
。
三
賓
の
名
を
も
正
し
く
謂
は
ず
。
仏
を

ば
立
す
く
み
、
経
を
ば
染
紙
、
僧
を
ば
髪
長
、
堂
を
ば
こ
り
た
き
な
ど
い
ひ
て
、
外
に
は
仏
法
を
憂
き
事
に
し
、
内
に
は
深
く

三
賓
を
守
り
給
ふ
事
に
て
御
座
ま
す
故
に
、
我
が
国
の
仏
法
、
偏
ヘ
に
太
神
宮
の
御
守
護
に
よ
れ
り
。
(
後
略
)

と
い
う
『
沙
石
集
』
の
一
節
が
あ
る
。
伊
勢
神
宮
に
僧
が
参
拝
し
た
と
き
に
、
あ
る
社
官
か
ら
聞
い
た
話
と
し
て
、
伊
勢
神
宮
の
御
殿
に
僧

が
近
づ
け
な
い
の
は
日
本
国
が
で
き
た
と
き
に
第
六
天
魔
王
が
仏
法
を
忌
避
し
て
国
の
創
成
を
じ
ゃ
ま
し
ょ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
太
神
宮

(
天
照
大
神
)
が
三
賓
の
御
名
も
唱
え
な
い
、
僧
も
近
づ
け
な
い
の
で
、

そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
欲
し
い
と
頼
ん
で
事
な
き
を
え
た
の
だ
、

そ
こ
で
「
外
に
は
仏
法
を
憂
き
事
に
し
、
内
に
は
深
く
三
賓
を
守
り
給
ふ
事
に
て
御
座
ま
す
故
に
、
我
が
国
の
仏
法
、
偏
へ
に
太
神
宮
の
御

守
護
に
よ
れ
り
。
」
と
い
う
の
だ
、
と
い
う
。
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こ
こ
に
は
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、

さ
し
あ
た
っ
て
は
、
日
本
国
の
創
成
と
い
う
神
話
的
事
実
が
神
仏
習
合
の
中
で
自
由

に
読
み
替
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
『
日
本
書
紀
』

で
は
国
を
創
成
す
る
の
は
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
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ナ
ミ
の
両
神
で
あ
る
し
、
『
沙
石
集
』
で
は
海
の
底
か
ら
国
を
得
る
の
で
は
な
く
、
大
日
の
印
文
が
あ
っ
て
そ
れ
を
さ
ぐ
る
こ
と
が
目
的
に

な
っ
て
い
る
。
鉾
の
し
ず
く
は
結
果
的
に
国
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
国
を
作
る
た
め
に
鉾
を
指
し
く
だ
し
た
の
で
は
な
い
。
ま
た
、

一
番
大

き
な
違
い
は
、
第
六
天
魔
王
と
い
う
も
の
が
登
場
し
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
伊
勢
神
宮
の
権
威
付
げ
の
た
め
に
神
話
は
自
由
に
読
み
替
え
ら
れ
、
変
質
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
神
話

伝
承
が
ど
こ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
と
や
は
り
出
典
の
ひ
と
つ
と
し
て
は
『
日
本
書
紀
』
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

『
古
事
記
』
と
い
う
書
物
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
か
ら
歴
史
の
表
舞
台
に
登
場
し
て
く
る
の
に
時
間
が
か
か
っ
て
い
る
。

ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
書
物
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
『
日
本
書
紀
』
は
、
先
に
も
素
描
し
た
よ
う
に

講
書
な
ど
も
行
わ
れ
、
和
歌
の
世
界
に
も
参
入
し
て
い
る
か
ら
、

ひ
と
と
き
は
軽
く
扱
わ
れ
る
時
代
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
全
般
的
に
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
た
し
、
正
史
の
最
初
と
し
て
尊
重
さ
れ
て
も
い
た
。
だ
か
ら
、

」
う
し
た
伝
承
が
取
り
込
ま
れ
る
と
き
、
母
胎
と
な
る
神
話

的
伝
承
は
当
然
『
日
本
書
紀
』

の
可
能
性
の
方
が
高
い
の
だ
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
『
旧
事
本
紀
』
も
平
安
朝
で
は
『
古
事
記
』
よ
り
も
流

布
し
た
書
物
で
あ
り
、
こ
れ
ら
変
質
し
た
神
話
の
出
典
と
し
て
は
こ
の
『
日
本
書
紀
』
と
『
旧
事
本
紀
』
の
ふ
た
つ
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

更
に
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
こ
に
は

「
『
日
本
書
紀
』
い
わ
く
」

と
い
う
ふ
う
に
は
書
い
て
な
い
が
、

そ
の
ほ
か
に
「
『
日
本
書
紀
』
に
は

こ
う
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
る
」
と
い
う
ふ
う
に
堂
々
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
多
く
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、

『
日
本
書
紀
』
と
い
う
正
史
の
権
威
に
そ
の
事
実
性
を
保
証
し
て
も
ら
お
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
の
内
容
は
『
沙
石
集
』

の
こ
〉
つ
し

た
神
話
と
よ
く
似
て
い
て
、
か
な
り
自
由
な
読
み
替
え
が
試
み
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
そ
れ
で
も
、
原
典
で
あ
る
漢
文
の
『
日
本
書
紀
』

か
ら
取
材
し
て
い
る
の
な
ら
ま
だ
し
も
、
原
典
は
あ
ま
り
読
ま
れ
て
お
ら
ず
、
仮
名
書
き
に
な
っ
た
も
の
や
先
の
日
本
紀
寛
宴
和
歌
の
左
注



が
そ
の
ま
ま
『
日
本
書
紀
』
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
く
、
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
既
に
変
質
し
て
し
ま

っ
た
も
の
が
『
日
本
書
紀
』
と
し
て
提
示
さ
れ
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
『
日
本
書
紀
』
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
く
こ
と
も
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
こ

の
時
期
『
日
本
書
紀
』
は
固
有
名
詞
で
は
な
く
、
あ
る
漠
然
と
し
た
世
界
を
指
し
示
す
こ
と
ば
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
『
日
本
書
紀
』
を
そ
の
ま
ま
読
ん
で
い
る
の
で
は
な
く
、

か
な
り
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
交
え
な
が
ら
、
歌
の
世
界
、
宗
教
の
世

界
、
仏
教
の
世
界
、
思
想
の
世
界
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
交
え
な
が
ら
『
日
本
書
紀
』
を
読
み
込
ん
で
い
く
と
い
う
営
為
が
行
わ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
次
に
『
日
本
書
紀
』
を
読
み
解
い
て
い
く
過
程
の
中
で
、
神
仏
習
合
と
の
か
か
わ
り
と
い
う
の
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の

」
と
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

最
近
の
研
究
で
は
、
神
仏
習
合
と
い
う
の
は
む
ろ
ん
宗
教
の
問
題
で
は
あ
る
の
だ
が
、
も
う
ひ
と
つ
、
歴
史
学
の
分
野
か
ら
は
社
会
の
問

題
と
し
て
と
ら
え
る
傾
向
が
強
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
点
が
ひ
と
つ
注
目
す
べ
き
事
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
か
ら
、
神
仏
習
合
と
い
う

〉
}

i

き、

ど
ち
ら
が
ど
ち
ら
を
取
り
込
ん
で
い
く
の
か
、

と
い
う
方
向
性
が
問
題
に
な
る
が
、
基
本
的
に
は
仏
教
の
側
か
ら
神
仏
習
合
が
進
め

ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
、

そ
れ
が
大
事
か
と
思
わ
れ
る
。

ま
ず
、
社
会
の
問
題
と
い
う
点
だ
が
、
そ
れ
は
古
代
社
会
の
変
革
に
と
も
な
う
社
会
的
要
求
に
よ
っ
て
神
仏
習
合
が
行
わ
れ
て
い
く
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
当
初
と
し
て
有
名
な
出
来
事
に
天
平
宝
字
七
年
(
七
三
六
)

の
多
度
大
神
の
託
宣
が
あ
る
。

我
は
多
度
の
神
な
り
。
吾
れ
久
劫
を
経
て
、
重
き
罪
業
を
な
し
、
神
道
の
報
い
を
受
く
。

い
ま
翼
(
こ
い
ね
が
わ
く
)
ば
永

く
神
の
身
を
離
れ
ん
が
た
め
に
、
三
宝
に
帰
依
せ
ん
と
欲
す
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と
い
う
託
宣
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
神
宮
寺
の
出
現
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
は
、
そ
の
土
地
の
支
配
層
が
神
宮
寺
の

(3) 

設
立
へ
動
き
始
め
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
。
そ
の
辺
に
事
情
に
つ
い
て
、
義
江
氏
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
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律
令
国
家
と
い
う
王
権
の
も
と
に
国
土
と
人
民
の
す
べ
て
を
直
接
的
・
集
中
的
か
つ
効
果
的
に
所
有
で
き
る
シ
ス
テ
ム
を
つ

く
り
上
げ
る
こ
と
で
、
推
古
朝
ま
で
に
め
ば
え
て
い
た
所
有
と
支
配
の
罪
の
意
識
が
王
権
と
官
僚
貴
族
全
般
に
一
挙
に
ひ
ろ
が

た
か
ら
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
個
我
と
所
有
・
支
配
の
罪
業
意
識
は
、
当
然
な
が
ら
、

そ
れ
が
生
ま
れ
る
以
前
の
共
同
体
と

そ
の
神
信
仰
の
意
識
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
い
。

す
な
わ
ち
、
王
権
と
官
僚
貴
族
は
、

ひ
ろ
く
、
神
と
共
同
体
の
名
を
借
り
て
私
的
に
土
地
を
所
有
し
、
人
々
を
支
配
し
て
い

そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
手
段
と
な
っ
て
い
る
神
の
告
げ
と
い
う
か
た
ち
で
、
神
々
の
名
を
か
た
っ
て
罪
業
の

る
こ
と
に
気
づ
き
、

数
々
を
告
白
し
、
神
々
を
仏
教
に
帰
依
さ
せ
て
菩
薩
に
さ
せ
、

そ
の
た
め
の
伽
藍
す
な
わ
ち
神
宮
寺
を
建
て
る
方
向
へ
動
き

出
す

と
説
明
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
そ
の
土
地
の
支
配
者
た
ち
は
、
共
同
体
的
司
祭
者
か
ら
私
的
領
主
へ
と
生
ま
れ
変
わ
っ
て
ゆ
く
の
だ
が
、

そ

の
と
き
、

そ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
私
富
の
蓄
積
は
共
同
体
の
た
め
と
い
う
大
義
名
分
を
失
い
、
罪
業
意
識
の
自
覚
へ
と
結
び
つ
い
て
い
く
の

だ
と
い
う
。
そ
の
支
配
層
の
苦
悩
が
神
に
託
さ
れ
、
こ
う
し
た
託
宣
と
な
っ
て
表
れ
て
く
る
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ま
ず
、
神
仏
習
合
は
社
会
的
な
変
革
の
動
き
の
中
で
共
同
体
の
変
質
と
共
に
表
れ
て
く
る
の
だ
と
い
う
。
そ
の
こ
と
は
い

ろ
い
ろ
な
意
味
で
進
ん
で
い
っ
て
、
在
来
の
支
配
者
層
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。

十
世
紀
に
承
平
・
天
慶
の
乱
が
起
こ
り
、

そ
し
て
平
定
さ
れ
る
が
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
荘
園
の
乱
立
が
始
ま
り
、
権
門
へ
の
集
中
化
が
進
む

と
さ
れ
る
。
権
門
へ
の
集
中
化
が
進
む
と
い
う
の
は
、
結
局
、
主
と
し
て
旧
仏
教
の
寺
院
へ
の
集
中
化
が
進
む
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ



う
い
う
旧
仏
教
の
寺
院
が
、
荘
園
領
主
と
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
の
意
味
合
い
は
何
な
の
か
と
い
う
と
、
今
ま
で
律
令
体
制
の
中
で
、
公

の
寺
と
し
て
い
る
場
合
に
は
、
運
営
に
必
要
な
お
金
な
ど
は
国
か
ら
来
る
の
で
、
民
を
支
配
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

荘
園
領
主
へ
と
変
化
し
て
い
く
と
、
税
を
取
る
た
め
に
、
そ
こ
に
住
み
暮
ら
し
て
い
る
民
と
向
か
い
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
民
の

世
界
と
い
う
の
は
農
業
の
世
界
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
土
地
の
神
や
、
四
季
の
運
行
を
司
る
神
、
雨
を
願
う
と
か
豊
作
を

祈
願
す
る
と
い
う
世
界
で
も
あ
る
。
そ
の
世
界
に
接
近
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
た
そ
う
し
た
神
の
世
界
に
近
づ
く
必
要
が
出
て
来
る
と
い

う
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
日
本
の
共
同
体
が
、
神
の
世
界
と
関
わ
る
共
同
体
か
ら
出
発
し
て
ゆ
く
わ
け
だ
が
、
農
業
主
体
の
共
同
体
に
お
い
て
祭
租
の

存
在
は
か
か
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
律
令
制
体
制
が
到
来
し
て
も
、
日
本
の
律
令
制
は
そ
の
在
地
の
共
同
体
祭
租
を
国
家
規
模
で

吸
収
し
展
開
し
て
ゆ
く
こ
と
を
基
盤
と
し
て
い
た
か
ら
、
そ
の
本
質
は
な
ん
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
寺
院
が

荘
園
領
主
へ
と
変
貌
し
て
も
、
祭
組
の
継
続
は
必
要
だ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
結
局
は
や
は
り
神
は
仏
に
姿
を
変
え
た
に
し
て
も
、
な
く
な

る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、

そ
う
し
て
十
一
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
く
ら
い
に
か
け
て
、
旧
仏
教
が
神
道
を
完
全
に
取
り
込
み
終
え
、
そ
し
て
十
三

世
紀
は
じ
め
こ
ろ
、
日
吉
神
社
の
山
王
神
道
が
起
こ
っ
て
く
る
。
山
王
神
道
と
い
う
の
は
天
台
宗
の
側
か
ら
の
解
釈
で
あ
る
。
あ
る
い
は
十

二
世
紀
の
終
わ
り
こ
ろ
に
は
「
中
臣
放
訓
解
」
が
で
き
て
く
る
が
、
こ
れ
は
真
言
宗
の
方
か
ら
の
解
釈
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
台
密
と
東
密
の

両
方
で
、
こ
の
十
二
世
紀
の
終
わ
り
か
ら
十
三
世
紀
の
は
じ
め
に
か
け
て
、
完
全
に
旧
仏
教
の
勢
力
が
神
道
の
成
果
を
取
り
込
ん
で
、
公
式

的
に
神
仏
習
合
が
認
知
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
今
度
は
そ
の
す
ぐ
後
、
文
永
五
年
(
一
二
六
三
)
に

「
神
道
五
部
書
」
と
呼
ば
れ
る
伊
勢
神
宮
の
度
会
一
族
が
作
っ
た
神
道
書

が
で
き
、
神
道
が
独
立
し
た
動
き
を
見
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
は
旧
仏
教
が
神
道
を
取
り
込
む
、
と
い
う
神
仏
習
合
の
動
き
の
中
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で
、
存
在
意
義
を
見
出
し
た
神
道
が
、
取
り
込
ま
れ
る
と
同
時
に
そ
の
動
き
を
利
用
し
て
自
立
し
て
い
く
た
め
に
動
い
て
い
く
。
以
降
、
神

道
の
側
か
ら
教
義
が
整
備
さ
れ
た
り
し
て
中
世
神
道
が
発
展
す
る
時
期
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。

192 

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
宗
教
の
動
き
で
も
あ
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
度
重
な
る
戦
乱
、
特
に
元
冠
が
あ
る
。
文
永
・
弘
安
の
役
は
そ
れ
ぞ
れ

一
二
七
四
年
と
二
一
八
一
年
で
あ
り
、
こ
の
と
き
に
神
仏
に
祈
願
し
神
風
が
吹
い
た
と
い
う
。
こ
れ
が
追
い
風
と
な
っ
て
、
神
道
は
復
権
の

波
に
の
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
れ
か
ら
、
慈
円
の
『
愚
管
抄
』
も
、
天
皇
が
百
代
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
百
王
思
想
を
明
確
に
し
て
い
る
が
、
末
法
と
か
百
王
と

い
う
思
想
と
も
、
恐
ら
く
こ
の
前
後
で
、
そ
う
し
た
神
道
が
表
に
飛
び
出
し
て
く
る
一
つ
の
理
由
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
的
な
背
景
を
機
に
神
道
の
動
き
は
み
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
う
し
た
動
き
と
『
日
本
書
紀
』
と
の
関
係
だ
が
、
「
中
臣
放
訓
解
」
な
ど
で
は
、
『
日
本
書
紀
』
そ
の
も
の
は
利
用
さ
れ
な
い
の

だ
が
、
そ
の
後
の
「
神
道
五
部
書
」

は
完
全
に
『
日
本
書
紀
』
を
使
っ
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
の
度
会
家
行
は
著
作
に
『
瑚
漣
集
』

な
ど
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
『
日
本
書
紀
』
を
引
用
し
て
い
る
。
恐
ら
く
、
伊
勢
神
道
、
度
会
神
道
の
タ
!
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
の
人
聞
が
こ

の
度
会
家
行
と
い
う
人
な
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
辺
り
か
ら
後
は
、
完
全
に
神
道
家
の
中
で
『
日
本
書
紀
』
を
利
用
す
る
よ
う
に
な
っ
て

き
て
、
さ
ら
に
ト
部
家
、
吉
田
家
が
出
て
く
る
。
そ
の
結
果
、
ト
部
家
、
吉
田
家
、

そ
し
て
度
会
家
と
い
う
と
こ
ろ
で
『
日
本
書
紀
』
が
ど

ん
ど
ん
引
用
さ
れ
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
流
れ
が
で
き
て
く
る
。

だ
か
ら
、
神
仏
習
合
が
終
わ
っ
た
く
ら
い
の
と
こ
ろ
か
ら
『
日
本
書
紀
』
が
む
し
ろ
登
場
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
わ
け
で
、

『
日
本
書
紀
』
そ
の
も
の
が
神
仏
習
合
に
ど
れ
だ
け
直
接
的
な
影
響
を
与
え
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
今
の
段
階
で
は
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い

と
い
え
よ
う
。
今
回
は
、
逆
に
言
え
ば
神
道
の
聖
典
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
る
『
日
本
書
紀
』
が
、
む
し
ろ
神
仏
習
合
が
済
み
、
神
道
の
再
編
、

あ
る
い
は
社
会
的
な
役
割
な
ど
が
転
換
し
終
わ
っ
て
か
ら
神
道
的
に
発
見
さ
れ
る
書
物
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
神



道
の
教
義
が
こ
の
中
世
に
な
っ
て
始
め
て
整
備
さ
れ
て
く
る
こ
と
は
自
明
の
こ
と
だ
が
、
な
ぜ
そ
う
な
の
か
、

に
つ
い
て
は
ま
だ
不
明
な
点

が
多
い
と
言
え
よ
う
。
お
そ
ら
く
は
、
今
回
素
描
し
て
き
た
よ
う
な
日
本
の
共
同
体
の
変
質
の
歴
史
や
王
権
の
歴
史
と
不
可
分
の
も
の
に
は

ち
が
い
あ
る
ま
い
。
今
回
は
そ
の
指
摘
に
と
ど
め
て
お
き
、
詳
細
は
他
日
を
期
し
た
い
と
思
う
。

以
上
、
簡
単
で
は
あ
る
が
、
『
日
本
書
紀
』
が
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
き
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
報
告
を
終
え
た
い
と
思
う
。

本
報
告
は
、
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
「
グ
ロ

l
バ
リ
ゼ

1
シ
ョ
ン
の
文
脈
に
お
け
る
日
本
研
究
」
第
六
回
発
表

十
四
日
於
・
女
子
聖
学
院
翠
耀
会
)
の
う
ち
、
後
半
部
に
つ
い
て
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
次
に
付
す
『
日
本
書
紀
』
享
受
史
年
表
は
、
日
本
書
紀
に
関
す
る
出
来
事
を
管
見
に
触
れ
た
限
り
で
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
遺

漏
も
多
い
か
と
思
う
が
、
御
寛
恕
い
た
だ
き
た
い
。

(
一
九
九
八
年
十
二
月

注

(1)
坂
本
太
郎
『
六
国
史
』
吉
川
弘
文
館

(2)
伊
藤
正
義
「
中
世
日
本
紀
の
輪
郭
|
|
太
平
記
に
お
け
る
卜
部
兼
員
説
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」
『
文
学
』
的
l
m

(3)
義
江
彰
夫
『
神
仏
習
合
』
岩
波
書
庖

一
九
七
四

一
九
九
六
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『
日
本
書
紀
』
享
受
史
年
表
(
暫
定
版
)

五
五

七
O 

七一

O

七
二

O

七七
三
六

七
五

七
八
八

七
九
四

大
宝
元
年

和
銅
三
年

養
老
四
年

養
老
五
年

天
平
宝
字
七
年

天
平
勝
宝
四
年

延
暦
七
年

延
暦
十
三
年

作
成
・
渡
辺
正
人

欽
明
天
皇
十
三
年
仏
教
伝
来
(
『
元
興
寺
縁
起
井
流
記
資
財
帳
』
に
よ
れ
ば
五
三
八
年
)

大
宝
律
令
な
る
。

平
城
京
に
遷
都
。

舎
人
親
王
ら
『
日
本
書
紀
』
撰
進

『
日
本
書
紀
』
講
書
お
こ
な
わ
れ
る
か
。

多
度
大
神
の
託
宣
「
我
は
多
度
の
神
な
り
。
五
口
れ
久
劫
を
経
て
、
重
き
罪
業
を
な
し
、
神
道
の
報
い
を

受
く
。
い
ま
翼
(
ね
が
わ
く
)
ば
永
く
神
の
身
を
離
れ
ん
が
た
め
に
、
三
宝
に
帰
依
せ
ん
と
欲
す
。
」

東
大
寺
大
仏
関
眼
供
養

最
澄
比
叡
山
に
一
乗
止
観
院
(
後
の
延
暦
寺
)
を
建
て
る
。

平
安
京
に
遷
都
。
奈
良
朝
末
か
ら
平
安
初
期
に
か
け
て
『
日
本
書
紀
』
(
「
佐
々
木
信
網
旧
蔵
巻
一
神
代



七
九
七

八
O
四

八
O
五

八
O
六

八
O
七

/¥ 八
一
五

八
一
六

八
三

O

八
四

O

八
四
三

八
六
九

八
七
八

八
七
九

¥
¥
1
、

，，ノ，
F

ノ，F
/

延
暦
十
六
年

延
暦
二
十
三
年

延
暦
二
十
四
年

大
同
元
年

大
同
二
年

弘
仁
三
年

弘
仁
六
年

弘
仁
七
年

天
長
七
年

承
和
七
年

承
和
十
年

貞
観
十
一
年

元
慶
二
年

元
慶
三
年

寛
平
元
年

上
断
簡
」
)
書
写
さ
れ
る
。
「
猪
熊
本
巻
一
神
代
上
断
簡
」
「
四
天
王
寺
本
巻
一
神
代
上
断
簡
」
「
田
中
本

巻
十
」
も
こ
の
こ
ろ
か
。

菅
野
真
道
ら
『
続
日
本
紀
』
撰
進

『
延
暦
儀
式
帳
』
(
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
と
『
止
由
気
宮
儀
式
帳
』
を
合
わ
せ
た
も
の
)
太
政
官
に
提
出

さ
れ
る
。

最
澄
帰
朝
し
、
天
台
宗
を
創
む
。

空
海
帰
朝
し
、
真
言
宗
を
創
む
。

斎
部
広
成
『
古
語
拾
遺
』

『
日
本
書
紀
』
講
書
。
弘
仁
私
記
序
あ
り
。

万
多
親
王
ら
『
新
撰
姓
氏
録
』

空
海
、
高
野
山
金
剛
峰
寺
創
建
。

ト
部
遠
継
『
新
撰
亀
相
記
』
な
る
と
い
う
。

藤
原
冬
嗣
ら
『
日
本
後
紀
』
撰
進

『
日
本
書
紀
』
講
書

藤
原
良
房
ら
『
続
日
本
後
紀
』
撰
進
。
こ
の
こ
ろ
ひ
ら
が
な
あ
ら
わ
れ
る
。

『
日
本
書
紀
』
講
書
。
六
年
に
日
本
紀
寛
宴
和
歌
。

藤
原
基
経
ら
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
撰
進

寛
平
延
喜
の
こ
ろ
、
『
日
本
書
紀
』
(
岩
崎
本
)
書
写
さ
れ
る
。

日本思想史における『日本書紀』195 



八
九

九
O 

九
O 

九
O
四

九
O
五

九
三
四

九
三
五

九
三
六

九
三
八

九
四

九
五
八

九
六
五

九
八
四

九
八
五

一O
一O
頃

一
O
一
一
頃

寛
平
四
年

延
室
口
元
年

延
喜
二
年

延
喜
四
年

延
喜
五
年

承
平
四
年

承
平
五
年

承
平
六
年

天
慶
一
苅
年

天
慶
四
年

天
徳
二
年

康
保
二
年

永
観
二
年

寛
和
元
年

寛
弘
七
年

寛
弘
八
年

菅
原
道
真
『
類
東
国
史
』
選
上

I96 

藤
原
時
平
ら
『
日
本
三
代
実
録
』
撰
進

初
め
て
荘
園
整
理
の
令
を
下
す
。

『
日
本
書
紀
』
講
書
。
公
望
私
記
あ
り
。
六
年
に
日
本
紀
寛
宴
和
歌
。

『
古
今
和
歌
集
』
選
上
(
勅
撰
集
の
最
初
)

源
順
『
和
名
類
緊
抄
』
こ
の
こ
ろ
な
る
。
『
日
本
書
紀
』
(
『
日
本
紀
私
記
』
?
)
の
引
用
あ
り
。

承
平
・
天
慶
の
乱
始
ま
る
。

『
日
本
書
紀
』
講
書
。
私
記
あ
り
。
天
慶
六
年
に
日
本
紀
寛
宴
和
歌
。

安
和

(
j
九
六
九
)
の
頃
、
惟
宗
公
方
『
本
朝
月
令
』
な
る
。
『
日
本
書
紀
』
の
引
用
あ
り
。
空
也
、

都
で
念
仏
を
勧
め
る
(
こ
の
頃
よ
り
浄
土
教
盛
ん
に
な
る
)
。

承
平
・
天
慶
の
乱
、
平
定
さ
れ
る
。
こ
の
頃
、
班
田
が
行
わ
れ
ず
、
荘
園
の
乱
立
が
始
ま
る
。

皇
朝
十
二
銭
の
最
後
「
乾
元
大
宝
」
が
鋳
造
さ
れ
る
。
こ
の
こ
ろ
、
地
方
の
荘
園
化
が
進
む
。
ま
た
荘

園
の
権
門
へ
の
集
中
が
進
む
。

『
日
本
書
紀
』
請
書

延
喜
二
年
(
九

O
二
)
以
降
の
荘
園
を
禁
じ
る
。

源
信
『
往
生
要
集
』

紫
式
部
『
紫
式
部
日
記
』
。
紫
式
部
が
「
日
本
紀
の
御
局
」
と
呼
ば
れ
る
。

紫
式
部
『
源
氏
物
語
』
大
部
分
が
で
き
る
。
蛍
巻
に
「
日
本
紀
な
ど
は
、
た
だ
片
そ
ば
ぞ
か
し
。
」
と



一O
四
O

一O
四
五

一O
五

一O
五
二

一O
五
五

一O
六
九

一O
七
五

一O
八
三

一O
八
六

二
O
六

一
一
一
八

一
一
二
三
国
ハ

二
二
九

一
一
四
二

一
一
五
五
頃

長
久
元
年

寛
徳
二
年

永
承
六
年

永
承
七
年

天
喜
三
年

延
久
元
年

承
保
二
年

永
保
三
年

応
徳
三
年

嘉
承
元
年

元
永
元
年

保
安
四
年
頃

大
治
四
年

永
治
二
年

久
寿

1
平
治

記
す
。

諸
国
の
奏
上
に
よ
る
荘
園
停
止
な
ど
を
命
じ
る
。

前
任
国
司
以
後
の
荘
園
を
禁
じ
る
。

前
九
年
の
役
起
こ
る
。

」
の
年
よ
り
末
法
の
世
に
入
る
。

寛
徳
二
年
(
一

O
四
五
)
以
降
の
荘
園
を
禁
じ
る
。

再
び
寛
徳
二
年
(
一

O
四
五
)
以
降
の
荘
園
を
禁
じ
る
。
初
め
て
記
録
荘
園
券
契
所
を
置
く
。

藤
原
教
通
没
。
教
通
は
『
日
本
書
紀
』
(
前
田
本
)
を
所
持
。

後
三
年
の
役
起
こ
る
。

白
河
上
皇
、
院
政
を
始
め
る
。

大
江
匡
房
『
江
談
抄
』
。
匡
房
が
『
日
本
書
紀
』
を
読
ん
だ
こ
と
が
記
さ
れ
る
。

藤
原
基
俊
「
内
大
臣
忠
通
歌
合
」
に
お
い
て
神
代
を
典
拠
と
し
て
歌
を
誌
む
。

『
締
語
抄
』
な
る
。
『
日
本
書
紀
』
(
?
)
の
引
用
あ
り
。

『
大
鏡
』
こ
の
前
後
に
な
る
か
。
序
文
に
「
け
ふ
の
説
法
は
、
書
提
の
た
め
と
お
ぼ
し
、
翁
ら
が
説
く
事

を
は
、
日
本
紀
き
く
と
お
ぼ
す
ば
か
り
ぞ
か
し
。
」
と
傾
聴
す
べ
き
歴
史
の
代
表
と
し
て
名
が
あ
が
る
。

源
俊
頼
『
俊
頼
髄
脳
』

こ
の
年
の
奥
付
の
『
日
本
書
紀
』
を
、
大
江
家
が
所
持
(
宮
内
庁
本
)
。
後
北
畠
家
ヘ
伝
わ
る
。

藤
原
通
憲
(
信
西
)
『
日
本
紀
抄
』
と
い
う
著
作
あ
り
。
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一
一
五
六

一
一
五
八

一
一
五
九

一
一
六

一
一
七

O

一
一
七
五

一
一
七
七

一
一
八
三

一
一
八
五

一
一
八
六

二
九

一
一
九
四

一二

O
五

一二

O
七

一
二
二

O

一
一一一一一一一

一
二
二
四

保
元
元
年

保
元
三
年

平
治
元
年

長
寛
元
年

嘉
応
二
年

承
安
五
年

治
承
元
年

寿
永
二
年

文
治
元
年

文
治
二
年

建
久
二
年

建
久
五
年

元
久
二
年

承
元
元
年

承
久
二
年

貞
応
二
年

元
仁
元
年

保
元
の
乱
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藤
原
範
兼
『
和
歌
童
蒙
抄
』
こ
の
こ
ろ
。
『
日
本
書
紀
』
の
引
用
あ
り
。

平
治
の
乱

清
原
頼
業
『
長
寛
勘
文
』
に
『
日
本
書
紀
』
を
引
用
す
る
。

寂
超
『
今
鏡
』
こ
の
年
以
後
に
な
る
。
『
日
本
書
紀
』
(
日
本
紀
寛
宴
和
歌
)
の
引
用
あ
り
。

法
然
(
源
空
)
、
専
修
念
仏
(
浄
土
宗
)
を
唱
え
る
。

藤
原
清
輔
『
奥
儀
抄
』
『
日
本
書
紀
』
の
引
用
あ
り
。

顕
昭
『
古
今
集
序
註
』
『
日
本
書
紀
』
の
引
用
あ
り
。

顕
昭
『
袖
中
抄
』
文
治
年
間
に
な
る
。
『
日
本
書
紀
』
の
引
用
あ
り
。

東
大
寺
造
営
祈
願
の
た
め
、
重
源
に
率
い
ら
れ
六
十
人
の
東
大
寺
衆
徒
が
伊
勢
神
宮
へ
参
宮
し
、
大
般

若
経
供
養
を
行
う
。

こ
の
年
以
前
に
『
中
臣
放
訓
解
』
な
る
。
栄
西
、
禅
宗
(
臨
済
宗
)
を
伝
え
る
。

上
覚
『
和
歌
色
葉
集
』
な
る
。

『
新
古
今
和
歌
集
』
撰
進

顕
昭
『
日
本
紀
歌
註
』
な
る
。
こ
の
年
、
専
修
念
仏
を
禁
じ
、
法
然
を
土
佐
へ
、
親
鷺
を
越
後
に
流
す
。

慈
円
『
愚
管
抄
』
な
る
。
『
日
本
書
紀
』
の
引
用
あ
り
。

山
王
神
道
『
耀
天
記
』
な
る
。

こ
の
頃
、
親
鷺
、
浄
土
真
宗
(
一
向
宗
)
を
広
め
る
。



一
二
二
七

一
二
三
五

一
一
二
ニ
ム
ハ

一
二
四
三

一
二
四
四

一
二
五
三

一
二
五
六

一
一
一
六

一
二
六
八

一
二
七
四

一
二
七
四

一
二
七
六

一
二
七
八

嘉
禄
三
年

嘉
禎
元
年

嘉
禎
二
年

寛
元
元
年

寛
元
二
年

建
長
五
年

康
元
元
年

文
永
元
年

文
永
五
年

文
永
十
一
年

文
永
十
一
年

健
治
二
年

弘
安
元
年

道
元
、
曹
洞
宗
を
伝
え
る
。

藤
原
定
家
『
明
月
記
』
五
月
ニ

O
日
条
「
日
本
紀
者
、
我
朝
之
国
史
、
尤
可
重
。
」

『
日
本
書
紀
』
(
鴨
脚
本
神
代
紀
下
)
書
写
さ
れ
る
。

卜
部
兼
直
、
後
嵯
峨
天
皇
に
『
日
本
書
紀
』
を
進
講
。

中
原
師
光
『
師
光
年
中
行
事
』
な
る
。
『
日
本
書
紀
』
の
引
用
あ
り
。

日
蓮
、
鎌
倉
で
法
華
宗
(
日
蓮
宗
)
を
広
め
る
。

度
会
家
行
誕
生
(
j
一
三
五
ご
著
作
に
『
瑚
漣
集
』
『
神
祇
秘
紗
』
な
ど
。
著
書
に
多
く
『
日
本
書
紀
』

を
引
用
す
る
。

文
永
・
弘
安
の
頃
、
神
道
五
部
書
な
る
と
い
う
。
こ
の
五
部
書
は
永
仁
年
間
二
二
九
三
j

一
二
九
九
)

ま
で
禁
書
と
し
て
非
公
開
と
さ
れ
て
い
た
。

北
条
時
宗
、
蒙
古
使
を
退
く
。

『
天
寿
国
目
安
陀
羅
繍
帳
縁
起
』
発
見
さ
れ
る
。
卜
部
兼
文
、
こ
れ
に
勘
点
を
つ
け
る
。
こ
の
勘
点
文
に

『
日
本
書
紀
』
の
利
用
あ
り
。

卜
部
兼
文
、
翌
年
に
か
け
て
一
条
実
経
、
家
経
ら
に
『
日
本
書
紀
』
を
講
述
。
そ
の
後
兼
文
の
子
、
兼

方
が
『
釈
日
本
紀
』
と
し
て
ま
と
め
る
。
こ
の
年
、
蒙
古
襲
来
(
文
永
の
役
)
。

一
遍
、
時
宗
を
唱
え
る
。

『
勘
仲
記
』
弘
安
元
年
十
月
二
十
二
日
条
に
、
藤
原
兼
平
ら
が
宇
治
平
等
院
に
て
『
日
本
紀
問
答
』
を
見

る
、
と
記
さ
れ
る
。
ま
た
、
弘
安
年
間
に
寂
恵
『
日
本
紀
歌
抄
』
な
る
。
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一
二
七
九

一
二
八

O

一
二
八
一

一
二
八
五

一
二
八
六

一
二
八
八

一
二
九
六

一
二
九
九

一三

0
0

一三

O
一

一三

O
三

一
三

O
四

弘
安
二
年

弘
安
三
年

弘
安
四
年

弘
安
八
年

弘
安
九
年

正
応
元
年

永
仁
四
年

正
安
元
年

正
安
二
年

正
安
三
年

乾
元
二
年

嘉
元
二
年

無
住
道
暁
『
沙
石
集
』
起
筆

(
1六
年
ま
で
)
。
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資
緒
王
、
正
月
二
十
五
日
に
源
俊
通
に
秘
説
を
伝
授
し
、
『
日
本
書
紀
』
を
授
け
る
。
ま
た
、
こ
の
年

七
月
十
二
日
神
祇
伯
資
緒
王
が
、
後
宇
多
天
皇
の
東
宮
照
仁
親
王
に
『
日
本
書
紀
』
を
進
講
。
校
点
を

施
す
。

蒙
古
襲
来
(
弘
安
の
役
)

度
会
行
忠
『
伊
勢
ニ
所
皇
太
神
宮
神
名
秘
書
』
な
る
。
こ
の
こ
ろ
叡
尊
『
三
輪
大
明
神
縁
起
』
な
る
か
。

三
輪
明
神
と
天
照
大
神
間
体
説
。
『
日
本
書
紀
』
の
引
用
あ
り
。

卜
部
兼
方
、
卜
部
家
本
を
大
江
家
本
・
卜
部
別
本
を
も
っ
て
校
合
、
私
記
を
も
っ
て
校
訂
(
卜
部
兼
方

本
)
。
こ
の
本
か
ら
一
書
を
分
注
形
式
か
ら
並
書
形
式
に
変
更
。
ま
た
、
こ
の
年
通
海
『
太
神
宮
参
詣

記
』
な
る
。
『
日
本
書
紀
』
の
引
用
あ
り
。

こ
の
こ
ろ
か
ら
一
二
九
九
ま
で
の
永
仁
年
間
に
兼
方
が
『
釈
日
本
紀
』
を
ま
と
め
る
。

「
皇
」
字
を
め
ぐ
る
内
宮
外
宮
の
争
論
か
ら
『
皇
字
沙
汰
文
』
が
出
さ
れ
る
。

こ
の
年
以
前
に
度
会
行
忠
『
心
御
柱
記
』
な
る
。

度
会
行
忠
『
古
老
口
実
伝
』
な
る
。
こ
れ
に
『
大
和
葛
城
宝
山
記
』
が
引
か
れ
て
お
り
、
こ
の
書
の
成

立
は
そ
れ
以
前
。

翌
年
に
か
け
て
資
通
王
『
釈
日
本
紀
』
を
書
写
か
。

吉
田
兼
夏
、
『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
を
書
写
(
卜
部
兼
夏
本
)
。

蓮
恵
、
卜
部
家
本
を
書
写
。
ま
た
、
道
恵
、
源
俊
通
の
『
日
本
書
紀
』
を
書
写
。



一
三

O
六

一
三

O
九

一
三
二
七

二
二
二

O

一
三
二
四

一
三
二
四

一一二ニムハ

一
三
二
八

二
一
三
九

一
一一一一一一一

一
一一一一一一一一

一
一一一一一一一一一

一
三
三
八

一
三
三
八

一
三
三
九

一
三
四

O

一
三
四

O

嘉
元
四
年

延
慶
二
年

文
保
元
年

元
応
二
年

正
中
元
年
?

元
享
四
年

嘉
暦
元
年

嘉
暦
三
年

元
徳
一
克
年

元
弘
元
年

元
弘
二
年

元
弘
三
年

延
元
三
年

建
武
五
年

延
元
四
年

暦
応
三
年

延
元
五
年

錫
阿
、
源
俊
通
の
『
日
本
書
紀
』
を
書
写
。

『
春
日
権
現
験
記
』
な
る
。

度
会
家
行
『
神
道
簡
要
』
な
る
。

度
会
家
行
『
類
緊
神
祇
本
源
』
な
る
。
『
日
本
書
紀
』
の
引
用
あ
り
。

こ
の
年
相
伝
の
奥
書
の
あ
る
『
鼻
版
書
』
あ
り
。

存
覚
『
諸
神
本
懐
集
』
な
る
。

嘉
暦
年
間

(
j
二
九
)
に
『
年
中
行
事
秘
抄
』
な
る
。
『
日
本
書
紀
』
の
引
用
あ
り
。

剣
阿
の
伝
授
に
よ
り
、
園
田
一
一
官
春
が
『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
を
書
写
(
水
戸
本
)
。

資
継
王
、
『
釈
日
本
紀
』
書
写
。

南
北
朝
始
ま
る
。

慈
遍
『
旧
事
本
紀
玄
義
』
な
る
。

鎌
倉
幕
府
滅
ぶ
。
慈
遍
『
天
地
神
祇
審
鎮
要
記
』
な
る
。

」
の
こ
ろ
北
畠
親
房
『
元
元
集
』
な
る
。

吉
田
兼
皇
、
こ
の
年
五
月
か
ら
康
永
元
年
(
一
三
四
二
)
八
月
ま
で
『
日
本
書
紀
』
を
書
写
校
点
を
ほ

戸
」
一
」
す
ヲ
。

北
畠
親
房
『
神
皇
正
統
記
』
な
る
。
『
日
本
書
紀
』
の
名
あ
り
。

四
月
卜
部
兼
員
、
花
園
法
皇
に
『
日
本
書
紀
』
を
進
講
。
慈
遍
『
豊
葦
原
神
風
和
記
』
な
る
。

北
畠
親
房
『
職
源
抄
』
な
る
。
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四
六

一
三
四
七

一
三
四
八

一
三
四
九

一
三
五
二

一
三
五
四

一
三
五
六

一コヱハムハ

一
三
六
七

一
三
七
一

一
三
七
三

一
三
七
七

一
三
八
一

一
三
八
三

一
三
九
二

正
平
元
年

正
平

年

貞
和
四
年

貞
和
五
年

文
和
元
年

文
和
三
年

延
文
元
年

貞
治
五
年

貞
治
六
年

応
安
四
年

(
建
徳
二
年
)

応
安
六
年

永
和
三
年

永
徳
元
年

永
徳
三
年

元
中
九
年

北
畠
親
房
『
東
家
秘
伝
』
な
る
。
源
顕
能
に
『
日
本
書
紀
』
を
授
け
る
。

202 

北
畠
親
房
『
古
今
和
歌
集
注
』
な
る
。

卜
部
兼
員
、
『
日
本
書
紀
』
を
進
講
(
『
日
本
書
紀
』
古
本
集
影
)
。

卜
部
兼
員
、
『
日
本
書
紀
』
を
進
講
(
『
日
本
書
紀
』
古
本
集
影
)
。
資
継
王
、
巻
五
に
加
点
。

資
継
王
、
巻
三
十
に
加
点
。

こ
の
頃
か
ら
延
文
三
年
頃
ま
で
に
『
神
道
集
』
な
る
。
『
日
本
書
紀
』
(
?
)
の
引
用
あ
り
。

資
継
王
、
巻
十
九
に
加
点
。

吉
田
兼
照
『
吉
田
家
日
記
』
十
二
月
条
に
、
為
秀
に
『
日
本
書
紀
和
歌
決
釈
』

一
巻
を
写
し
て
贈
る
、

こ
と
が
記
さ
れ
る
。

患
部
正
通
『
神
代
巻
口
訣
』
な
る
。

吉
田
兼
照
、

一
条
経
嗣
に
『
日
本
書
紀
』
を
伝
授
す
る
。

吉
田
兼
県
、
ニ
条
良
基
に
『
日
本
書
紀
』
を
伝
授
す
る
。

熱
田
円
福
寺
住
僧
厳
岡
、
元
年
よ
り
熱
田
神
宮
ヘ
『
日
本
書
紀
』
を
奉
納
(
熱
田
本
)
。

卜
部
兼
敦
、
卜
部
本
『
日
本
書
紀
』
を
書
写
。

兼
県
『
吉
田
家
日
記
』
八
月
二
十
一
日
条
に
後
亀
山
天
皇
よ
り
「
日
本
紀
自
他
家
不
可
注
進
事
」
と
の

仰
せ
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。

南
北
朝
合



一
三
九
四

一
三
九
七

一
三
九
八

一
三
九
九

一
四

O

一
四

O
二

一
四

O
三

(
明
徳
三
年
)

応
永
元
年

応
永
四
年

応
永
五
年

応
永
六
年

応
永
八
年

応
永
九
年

応
永
十
年

応
永
年
間
に
応
永
本
・
玉
屋
本
・
三
島
本
が
書
写
さ
れ
る
。

四
月
、
卜
部
兼
照
か
ら
一
条
経
嗣
ヘ
『
日
本
書
紀
』
の
秘
説
が
伝
授
さ
れ
る
。

吉
田
兼
照
、
吉
田
の
斎
屋
の
地
鎮
の
祈
祷
と
し
て
千
度
械
を
修
す
る
。
そ
の
際
、
『
日
本
書
紀
』
『
古
語

拾
遺
』
『
延
喜
式
』
『
亀
兆
伝
』
『
亀
経
』
等
を
安
置
す
る
。
ま
た
、
祈
祷
の
た
め
に
『
日
本
書
紀
』
を

読
み
合
わ
せ
る
。

良
遍
法
印
読
師
、
頼
瞬
記
『
日
本
書
紀
第
一
聞
書
』

こ
の
頃
、
聖
聞
の
『
日
本
書
紀
私
紗
』
な
る
。
聖
聞
に
は
コ
一
麗
気
記
私
紗
』
『
麗
気
記
拾
遺
紗
』
も

あ
り
。

『
吉
田
家
日
記
』
三
月
二
十
日
条
に
卜
部
兼
敦
、
後
亀
山
上
皇
に
『
日
本
書
紀
』
の
こ
と
を
尋
ね
ら
れ
、

大
概
を
言
上
す
る
。
ま
た
、
そ
の
際
上
皇
は
元
弘
、
建
武
依
頼
の
世
上
の
転
変
に
つ
い
て
語
る
。
ま
た
、

七
月
二
十
二
日
条
に
尊
道
親
王
に
『
日
本
書
紀
』
の
こ
と
を
講
談
す
る
。
な
お
、
坊
城
俊
任
の
「
百
王
」

の
こ
と
に
つ
い
て
質
問
さ
れ
、
『
日
本
書
紀
』
の
天
孫
降
臨
条
の
天
壌
無
窮
の
神
勅
を
ひ
い
て

と
は

「
大
勢
」

の
意
と
説
明
す
る
。
十
一
月
十
四
日
条
に
は
日
野
重
光
の
招
請
に
よ
り
『
日
本
書
紀
』

第
一
巻
の
読
み
合
わ
せ
を
す
る
。

『
吉
田
家
日
記
』
二
月
七
日
条
に
、
卜
部
兼
敦
が
天
神
七
代
地
神
五
代
天
児
屋
根
尊
系
図
を
左
大
将
藤
原

満
基
に
伝
授
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
こ
の
年
、
日
野
重
光
の
招
請
に
よ
り
残
り
の
『
日
本
書
紀
』
を

読
み
合
わ
せ
す
る
。
十
一
月
八
日
に
は
花
山
院
忠
定
、
『
日
本
書
紀
』
の
読
み
合
わ
せ
を
す
る
。

「百」
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一
四

O
四

一
四
一
九

一
四
二
三

一
四
二
四

一
四
二
六

一
四
二
八

一
四
三
五

一
四
四
二

一
四
五

一
四
五
五

一
四
五
六

一
四
六
七

一
四
七
三

一
四
七
四

四
七
七

一
四
七
九

一
四
八

O

一
四
八

O

応
永
十
一
年

応
永
二
十
六
年

応
永
三
十
年

応
君く

十

年

応
永
三
十
三
年

応
永
三
十
五
年

永
享
七
年

嘉
吉
二
年

宝
徳
三
年

康
正
元
年

康
正
二
年

応
仁
元
年

文
明
五
年

文
明
六
年

文
明
九
年

文
明
十
一
年
頃

文
明
十
二
年

文
明
十
二
年

恵
観
、
尾
崎
遍
照
院
祐
偏
の
神
代
紀
を
書
写
す
る
。

204 

良
遍
『
日
本
書
紀
』
を
講
義
。
『
日
本
書
紀
私
見
聞
』
と
な
る
。

翌
年
に
か
け
て
道
祥
・
春
瑞
・
清
恵
ら
が
『
日
本
書
紀
』
を
書
写
(
伊
勢
本
)
。

良
遍
『
日
本
書
紀
』
を
講
義
。
『
神
代
巻
私
見
聞
』
と
な
る
。

道
祥
が
『
日
本
書
紀
私
見
聞
』
を
書
写
。

道
祥
が
『
日
本
書
紀
』
を
書
写
。

吉
田
兼
倶
誕
生

(
j
一
五
一
ご
著
作
に
『
日
本
書
紀
聞
書
』
『
神
道
大
意
』
『
神
道
由
来
記
』
な
ど
。

園
威
『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
を
書
写
。

一
条
兼
良
、
卜
部
本
を
校
合
。

康
正
年
間

(
j
五
七
)
に
一
条
兼
良
『
日
本
書
紀
纂
疏
』
な
る
。

『
四
重
秘
釈
』
書
写
さ
れ
る
。

応
仁
の
乱
起
こ
る

(
1七
七
ま
で
)

六
年
に
か
け
て
奈
良
に
て
一
条
兼
良
、
公
卿
、
僧
侶
に
『
日
本
書
紀
』
を
進
講
。

一
条
兼
良
、
奈
良
に
て
吉
田
兼
倶
の
本
に
よ
り
『
日
本
書
紀
』
を
校
訂
。

吉
田
兼
倶
、
『
日
本
書
紀
』
を
講
義
。

一
条
兼
良
の
『
小
夜
の
ね
ざ
め
』
に
『
日
本
書
紀
』
の
名
前
が
あ
る
。

吉
田
兼
倶
、
後
土
御
門
天
皇
に
読
書
始
の
儀
に
て
進
請
。

四
月
、
吉
田
兼
倶
、
北
野
空
成
院
に
て
進
講
。
小
槻
雅
久
の
聞
書
あ
り
。



一
四
八
四

一
四
八
六

一
四
九

O

一
四
九
六

一
四
九
九

一
五

0
0

一
五

O
二

一
五
二
二

一
五
一
九

一
五
二
二

一
五
二
五

一
五
二
九

一
五
三
三

一
五
三
九

文
明
十
六
年

文
明
十
八
年

延
徳
二
年

明
応
五
年

明
応
八
年

明
応
八
年

文
亀
二
年

君く
正
十
年

永
正
十
六
年

大
永
二
年

大
永
五
年

享
禄
二
年

天
文
二
年

天
文
八
年

こ
の
年
前
後
に
吉
田
兼
倶
『
唯
一
神
道
名
法
要
集
』
な
る
。

吉
田
兼
倶
、
二
保
持
通
邸
に
て
『
日
本
書
紀
』
を
進
請
。
ま
た
、
兼
倶
が
足
利
義
満
に
略
述
し
た
『
神

道
大
意
』
な
る
。

十
一
月
、
吉
田
兼
倶
、
権
門
円
蔵
主
に
『
日
本
書
紀
』
を
進
請
。
ま
た
こ
の
年
兼
倶
が
『
中
臣
破
』
を

講
義
し
た
も
の
を
、
禅
僧
の
景
徐
周
麟
が
聞
き
書
き
し
た
『
中
臣
誠
聞
書
』
な
る
。

皇
太
神
宮
禰
宜
荒
木
田
神
主
守
辰
、
『
日
本
書
紀
』
(
伊
勢
本
)
を
書
写
。

ト
部
兼
致
、
卜
部
本
『
日
本
書
紀
』
を
書
写
。

小
槻
雅
久
よ
り
雲
門
春
蘭
記
室
禅
師
に
口
決
を
授
け
た
御
基
本
が
書
写
。

吉
田
兼
倶
、

一
条
家
に
て
『
日
本
書
紀
』
を
進
講
。

保
西
実
隆
、
翌
年
に
か
け
て
卜
部
本
『
日
本
書
紀
』
を
書
写
。

こ
の
年
よ
り
天
文
五
年
(
一
五
三
六
)
ま
で
の
問
、
卜
部
兼
永
『
日
本
書
紀
』
を
書
写
す
る

(
北
野

本)。
卜
部
兼
永
『
旧
事
紀
』
を
書
写
す
る
。

卜
部
家
、
『
日
本
書
紀
』
を
焼
失
。

卜
部
兼
右
、
実
隆
よ
り
『
日
本
書
紀
』
を
借
り
書
写
。

ニ
・
十
一
月
、
清
原
宣
賢
、
延
暦
寺
・
青
蓮
院
な
ど
で
『
日
本
書
紀
』
を
進
講
。
官
一
賢
は
晩
年
に
越
前

一
乗
谷
の
寺
院
で
も
『
日
本
書
紀
』
を
進
請
。

卜
部
兼
右
、
翌
年
に
か
け
て
一
条
家
の
伝
本
な
ど
に
よ
っ
て
兼
致
の
書
写
し
た
『
日
本
書
紀
』
を
校
合
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一
五
四

O

一
五
四
九

一
五
五
五

一
五
六

O

一
五
七
三

一
五
七
七

一
五
八
三

一
五
九
O

一
五
九
五

一
五
九
六

一
五
九
九

一
六

O

一
六
一

O

一
六
一
五

天
文
九
年

天
文
十
八
年

弘
治
元
年

永
禄
三
年

天
正
元
年

天
正
五
年

天
正
十
一
年

天
正
十
八
年

文
禄
四
年

慶
長
元
年

慶
長
四
年

慶
長
八
年

慶
長
十
五
年

フE
手H
lG 
年

(
兼
右
本
)
。
ま
た
、
書
写
本
を
作
っ
て
阿
波
加
社
神
主
卜
部
定
澄
に
授
け
る
。
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卜
部
兼
右
、

一
条
家
の
伝
本
な
ど
に
よ
っ
て
『
日
本
書
紀
』
を
校
合
。
ま
た
、
書
写
本
を
作
っ
て
阿
波

加
社
神
主
卜
部
定
澄
に
授
け
る
。

ザ
ヴ
ィ
エ
ル
、
キ
リ
ス
ト
教
を
伝
え
る
。
初
め
て
楽
市
が
お
か
れ
る
。

弘
治
年
間
に
遁
菊
野
柄
『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
書
写
。

桶
狭
間
の
戦
い
。

信
長
、
足
利
義
昭
を
追
い
、
室
町
幕
府
滅
亡
す
る
。

日
吉
社
禰
宜
祝
部
行
丸
『
日
吉
社
神
道
秘
密
記
』
な
る
。

林
羅
山
誕
生

(
i
一
六
五
七
)
。
著
書
に
『
神
道
伝
授
』
。

秀
吉
、
ほ
ぼ
全
国
統
一
す
る
。

十
二
月
二
目
、
吉
田
兼
見
が
後
陽
成
天
皇
に
『
日
本
書
紀
』
を
進
請
。
同
年
、
『
中
臣
蹴
』
も
進
講
。

慶
長
年
間
に
熱
法
印
祐
伝
、
『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
を
書
写
。

慶
長
勅
版
『
日
本
書
紀
』
刊
行
。
清
原
因
賢
の
般
に
「
君
臣
共
以
莫
不
窮
此
書
実
。
」

家
康
、
征
夷
大
将
軍
と
な
り
江
戸
に
幕
府
を
開
く
。

慶
長
活
字
本
刊
行

宗
博
、
三
候
六
角
堂
照
高
院
殿
に
て
『
日
本
書
紀
』
を
進
請
。

度
会
延
佳
誕
生

(
1
一
六
九

O
)

吉
川
惟
足
誕
生

(
1
一
六
九
四
)
吉
川
神
道
を
唱
え
る
。
著
書
に
『
神
道
大
意
講
談
』
。



一
六
一
八

一
六
四

O

一
六
四
四

一
六
四
八

一
六
五

O

一
六
六

O

一
六
六
四

一
六
七

一
六
七
四

一
六
八
九

一
六
九
五

一
六
九
七

一
七

0
0

一
七

O
四

一
七

O
七

一
七
一
五

一
七
二

O

7G 
和
四
年

寛
永
十
七
年

正
保
元
年

慶
安
元
年

慶
安
三
年

万
治
三
年

寛
文
四
年

寛
文
十
二
年

延
宝
二
年

元
禄
二
年

元
禄
八
年

元
禄
十
年

元
禄
十
三
年

元
禄
十
七
年

宝
永
四
年

享
保
二
年

享
保
五
年

山
崎
闇
斎
誕
生

(
1
一
六
八
二
)
。
垂
加
神
道
を
唱
え
る
。
著
書
に
『
垂
加
文
集
』
『
垂
加
社
語
』
『
中

臣
放
風
水
草
』
な
ど
。

船
橋
宣
賢
『
日
本
紀
神
代
抄
』
刊
行

正
保
年
中

(
i四
八
)
に
林
羅
山
『
神
道
伝
授
』
な
る
。

浄
土
宗
の
僧
袋
中
『
琉
球
神
道
記
』
刊
行
。

出
口
延
佳
『
陽
復
記
』
な
る
。

徳
川
光
園
『
大
日
本
史
』
編
纂
開
始
す
る
。

清
原
国
賢
編
『
日
本
書
紀
神
代
合
解
』
刊
行

山
本
広
足
(
度
会
延
佳
)
録
『
神
代
巻
講
述
抄
』
な
る
。

龍
照
近
『
神
代
巻
評
註
』
な
る
。

吉
川
惟
足
講
、
田
中
宗
得
編
『
神
代
巻
家
伝
聞
書
』
な
る
。

松
下
見
林
『
校
訂
神
代
巻
』
刊
行

『
神
代
巻
直
指
詳
解
』
刊
行

契
沖
『
日
本
紀
寛
宴
和
歌
』
を
書
写
す
る
。

貝
原
益
軒
『
神
祇
訓
』
な
る
。

横
山
曽
永
『
日
本
書
紀
三
元
巻
紗
解
』
な
る
。

丸
山
可
澄
『
日
本
紀
神
代
最
註
紗
』
な
る
。
高
屋
近
文
『
神
代
巻
剖
義
護
』
な
る
。

跡
部
良
賢
『
神
代
巻
混
沌
草
』
な
る
。
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一
七
二
一

一
七
二
三

一
七
二
五

一
七
三

O

一
七
三
二

一
七
三
五

一
七
三
六

一
七
三
八

一
七
三
九

一
七
四
六

七
四
七

一
七
六
四

一
七
六

一
七
七
八

一
七
八
五

一
七
八
八

一
七
九

O

享
保
六
年

享
保
八
年

享
保
十
年

享
保
十
五
年

享
保
十
六
年

享
保
二
十
年

元
文
元
年

元
文
三
年

元
文
四
年

延
享
三
年

延
享
四
年

明
和
元
年

宝
暦
十
二
年

安
永
七
年

天
明
五
年

天
明
八
年

寛
政
二
年

一
条
兼
良
『
日
本
書
紀
纂
疏
』
刊
行
。
小
笠
原
友
徳
斎
『
神
代
巻
訓
釈
』
な
る
。
伴
部
安
崇
『
神
武
紀
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葵
草
』
な
る
。

伴
部
安
崇
『
日
本
書
紀
一
ニ
之
巻
御
統
』
な
る
。

こ
の
年
か
ら
十
二
年
頃
ま
で
に
玉
木
正
英
『
玉
議
集
』
な
る
。
秘
伝
項
目
を
『
日
本
書
紀
』
か
ら
採
る
。

松
岡
玄
達
『
神
代
巻
埴
鈴
草
』
な
る
。

度
会
清
在
『
日
本
書
紀
講
述
紗
』
な
る
。
伴
部
安
崇
『
日
本
書
紀
考
』
な
る
。

玉
木
正
英
講
、
植
木
惟
敬
記
『
神
代
巻
磐
根
草
』
な
る
。
伴
部
安
崇
『
神
代
巻
発
端
之
説
』
な
る
。

吉
見
幸
和
『
五
部
書
説
弁
』
な
る
。
『
神
道
五
部
書
』
を
偽
書
と
し
た
。

岡
田
正
利
『
日
本
紀
事
跡
抄
』
な
る
。

玉
木
正
英
『
神
代
巻
藻
塩
草
』
刊
行
(
成
立
は
未
詳
。
生
没
年
は
一
六
七

O
i
一
七
三
六
)

山
崎
嘉
、
浅
見
綱
斎
所
録
『
神
代
巻
講
義
』
な
る
。

久
志
本
常
彰
『
神
代
巻
講
義
』
書
写
。

本
居
宣
長
『
古
事
記
伝
』
着
手
。
寛
政
十
年
(
一
七
九
八
)
に
い
た
る
。

谷
川
士
清
『
日
本
書
紀
通
証
』
刊
行

伊
勢
貞
文
『
日
本
紀
神
代
巻
濁
見
』
な
る
。

河
村
秀
根
『
書
紀
集
解
』
な
る
。

慈
雲
『
無
題
抄
』
な
る
。
慈
雲
は
雲
伝
神
道
を
唱
え
る
。
著
書
『
神
儒
偶
談
』
『
相
承
神
道
儀
』
な
ど
。

本
居
宣
長
『
古
事
記
伝
』
刊
行
開
始



一
七
九
三

一
七
九
五

一
七
九
八

一
七
九
九

一
八

O
四

八，一
八
一
七

一
八
二
二

一
八
三
三

一
八
四
三

一
八
四
四

一
八
四
六

一
八
六

一
八
六

一
八
六
七

寛
政
五
年

寛
政
七
年

寛
政
十
年

寛
政
十
一
年

文
化
元
年

文
化
八
年

文
化
十
四
年

文
政
五
年

天
保
四
年

天
保
十
四
年

弘
化
元
年

弘
化
三
年

文
久
二
年

文
久
三
年

慶
応
三
年

小
寺
清
先
『
日
本
書
紀
』
刊
行

清
原
春
琴
『
神
代
巻
塩
土
伝
』
な
る
。

本
居
宣
長
『
神
代
紀
嘗
華
山
蔭
』
な
る
。
十
二
年
刊
行
。

新
井
白
石
『
日
本
書
紀
古
事
記
考
三
候
』

栄
名
井
広
聡
『
神
代
巻
清
地
伝
』
な
る
。

内
山
員
寵
『
日
本
紀
類
緊
解
』
な
る
。
栗
田
土
満
『
神
代
紀
葦
牙
』
な
る
。

小
野
高
潔
『
日
本
書
紀
諸
本
異
同
考
証
』
な
る
。

井
岡
茂
卿
『
神
代
巻
神
秘
欝
紙
伝
』
な
る
。

『
日
本
紀
寛
宴
和
歌
』
刊
行

得
能
秀
虞
『
神
代
巻
秀
員
政
伝
』
な
る
。

橘
守
部
『
稜
威
道
別
』
な
る
。

日本思想史における『日本書紀』

橘
守
部
『
神
代
直
語
』
な
る
。

鈴
木
重
胤
『
日
本
書
紀
伝
』
な
る
。

立
野
良
道
『
日
本
紀
考
異
』
な
る
。

大
政
奉
還
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